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保健師助産師看護師法等改正について   

現在、医療をめぐっては、急激な少子高齢化の進行による医療ニーーズの増大と多様化、  

医療の高度化、療養の場の多様化などの変化に的確に対応することが求められる中、地  

域医療は大変厳しい状況にあります。   

今後、地域医療を守り、国民に良質な医療、看護を提供していくためには、医師のみ  

ならず、看護師をはじめとする看護職員が、チーム医療を担う重要な一員としてその専  

門性を発揮することが極めて重要であり、その資質及び能力の一層の向上や、看護職を  

一層魅力ある専門職とすることを通じた看護職員の確保が求められています。   

本案は、こうした必要性にかんがみ、国家試験の受験資格を改めるとともに、新人看  

護職員の臨床研修その他の研修等について定めるものであります。  

1．受験資格の改正（保健師助産師看護師法改正関係）  

（1）保健師国家試験の受験資格について、文部科学大臣の指定した学校における修  

業年限を6か月以上から1年以上に延長すること。  

（2）助産師国家試験受験資格について、文部科学大臣の指定した学校における座業  

年限を6か月以上から1年以上に延長すること。  

（3）看護師国家試験の受験資格を有する者として、文部科学大臣の指定した大学に  

おいて看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者を明記すること。  

2．保健師、助産師、看護師及び准看護師の研修等  

（1）保健師助産師看護師法改正関係   

保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研   

修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないものとすること。  

（2）看護師等の人材確保の促進に関する法律改正関係   

① 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針に定める事項につい  

て、看護師等の研修等を明記すること。   

② 国の責務について、看護師等の研修等を明記すること。   

③ 病院等の開設者等の責務について、イ）新規採用看護師等に対する臨床研修その  

他の研修の実施及びロ）看護師等が自発的に研修を受けるための配慮を明記する  

こと。   

④ 看護師等の責務について、研修を受けること等を明記すること。  

3．その他  

（1）改正法は、平成22年4月1日から施行すること。  

（2）保健師国家試験及び助産師国家試験の受験資格等に関する経過措置を設けること。   



主な検討課題と論点  

1．免許取得前に学ぶべき事項の整理と具体的な教育内容の見直し  

3年課程（国家試験受験資格要件として）の学ぶべき内容は何か   

教育年限にとらわれない看護師教育で学ぶべき内容は何か  

2．看護師養成機関内における教育方法の開発一活用  

1で出された教育内容について、講義一演習・実習の効果的な組み合   

わせによる教育の方法は何か   

効果的な講義・演習方法はどのようなものか   

開発した講義・演習方法をどのように活用するか  

3．効果的な臨地実習のあり方  

演習でできることと実習でしかできないことは何か   

病院等の実習指導者と教員の役割分担と連携はどうあるべきか   

国民の実習への理解等を含めた実習機会の拡大の方策はどのような   

ものか  

4．保健師教育、助産師教育のあり方  

・より高い専門性が発揮できるような教育内容は何か   



冒門別酢   

これまでの委員の主な意見  

※斜体文字は、第2回検討会における意見  

1．免許取得前に学ぶべき事項の整理と具体的な教育内容の見直し  

（学ぶべき教育内容）  

○必要な知識が膨大になる中で、知識の教授だけでなく知識を統合するような思考   

の訓練が必要である。  

○人間性のベースとなる倫理性、あるいは判断力、対人関係能力の育成につながる   

ような教育が必要である。  

○健康の保持・増進に関わる看護、保健の分野を含めた教育を基礎教育で行うべき   

ではないか。  

○療養上の世話や臨機応変に判断する力を身につけることが重要で、そのために「人   

体の構造と機能」や「疾病の成り立ちと回復の促進」といった専門基礎分野の教   

育が必要である。  

○教育内容で考えると中身が多いので、コンビテンシー、アウトカムベースで考え   

る方法もある。  

○看護師教育の中に、保健師教育と助産師教育のベースになるものが含まれると考   

えると、看護師の基礎教育で共通となる部分はどこまでかを検討することが必要   

である。  

0＿生と死亡ノ野Lて‾や、命を薇ラガげでをぐ √〃e∂／ノのj敢分る身最盛り遜む必要   

カfあ名。  

0ヘルスケア窟炭の彪好や戯摩の廟筑 ヘルスケア劇膨との産後 ヘルスケアチー   

ムの一貞とLrの段≠軌 勉膠産虜励を教ズ名べきである。  

○看甜とLr彪ぐとき／二基本形仁．好めらカるカぱ、働好βと卒業辟の動轟夏／   

仁をる。粛紆の中仁、真贋カ、銀 行勢、劫断といった願力が含£才乙丁いると   

者ズると、この府容が基超教育で学ぶべき内容である。  

0コンピテンシー仁居合った教育の臓である。教育府容のどの部分を虜準此L評   

ノ好デ名カせいラ上読者をLをいと夏と夏らをいのでばをいか。   

（基礎教育で修得する能力）  

○医療はチームで行うので、広く横の連携をうまく取り合うコミュニケーション能   

力が必要である。  

○在宅医療現場で、医師もケアマネージャーも多忙な中、看護職の役割は非常に大   

きい。地域資源の活用や福祉関係者など多様な職種間でのコミュニケーション・   

連携能力を基礎教育の中で学んでほしい。  

○最新の医療技術■手技の習得、緊急時の対処能力や高度なフィジカルアセスメン   

ト能力を基礎教育で行うのは無理がある。しかし、フィジカルアセスメントなど   

の基礎的な能力が基礎教育において必要である。  

○どのような能力が求められ、どれくらいのレベルを求めているのかが大事である。   

そのためには、医師やコメディカルの方など様々な立場の方からヒアリングして  
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いけばよいのではないか。   

Oj艶好の彪凍三好場でば、虜沈がどぅ影響L＿生ノ芽が変化するカlといラj部分を、心身盾   

面アセスメ．ントL、予財L対応LTいぐ庶カが求められる   

0教会が好める看護好／、の静得度仁．対Lどれだ／瑠たデよラを殿方を＃たぎるかが   

崩窟でばをいか。人ノ野を．村費とLた仕事のため、多面抒を彪カの基本ば必要であ  

占、  

（教育の現状）  

○研究結果を臨床に活かす力、臨床現場での問題を研究的に捉え解決する力、エビ   

デンスに基づいた個別的な看護実践能力を3年間で教育するには限界がある。   

○カリキュラム改正にあたり統合する部分は必要だが、現在の基礎教育の中で応用   

力まで身につけるのは非常に難しい。   

○若い看護師には、臨機応変に対応することや自分で判断して行動することが欠け   

ている。こういった能力は経験に伴うものであり、基礎教育での臨地実習の時間   

が少なくなっていることが原因ではないか。   

0貞己表屠や貞己コントロ「〟′／ニ諾窟があるをど」人草する摩点での学生の．対人ノ野   

係鹿カレベルが下が′っ丁いる。その点吉考慮デベきである。   

（基礎教育と卒後教育との関係）   

○専門職は、10年、20年と長い期間で育つという視点で、最初のスタート時に   
どのような能力を持っているべきかという議論にしたほうがいいのではないか。   

○免許を取った人（新人看護職員）に何が必要かは、免許取得後の教育内容と連動   

している。新人看護職員研修の内容とある程度共通像のようなイメージがあると   

わかりやすいのではないか。   

○一度＃会でる、ス戯俊デハニ郡軒力仁をるカケでばをい。看護舷象だげ卒業宮炭   

の／l一差仏力ぢ看い。つをぎを教育をどで慶Lぐ眉宇る牌i泌要をのでばをいか。   

0要茅され石勉諸声摩や 

の身貢が集わカ丁きた。三者感激育を小きぐL、必要を彪カの周夢を盈野L、屠場   

に虎す1好の中β郡＝つをぎめ教育を者亮る必要∂切る。   

○つをぎめ教育の塵拶を行ラれ卒業辟のノ艶カを炭厨するのれ 夏たどラいラ′許野   

方忍孝どの御仁どの虜辟で人力丁いった卒若きぎらカるのかといぅこと古顔討  

デるべきである。   

（その他）   

○臨地実習において、看護過程の展開だけでなく、現場の楽しさがわかるような体  

験ができれば、看護師として働き続けられるのではないか。   

○㈱と卒業辟の観をどラノ着かすオlといラ万富夏着虐るだ／ナでる教育   
娩協力唱のでばをいカー。   

2．看護師養成機関内における教育方法の開発・活用   
○知識を学び、学内演習で判断する能力を身につける。そして実習で看護のダイナ   

ミックさを体験し、また知識に戻る。この繰り返しが大事である。   



0開設彪磯臭晋をどで弥厨房屠やすこと、そこで効果抒をアセスメン下、窟   
緻 勝二つなげてい（教育方法の炭討が泌要でばをいか   

01野在ど勿産凄膠摩る危雛行為を屠ぎで欣膠するの佐野いl。願のをい臭ぎを   

行テか、虔髪形を皮節孝子デル人彪筈を好っ丁どこ夏で行ラかぞある。   

3．効果的な臨地実習のあり方   
0実質場所と仇衝穿の都合上′諾茅を麿げた炭仁寿ぎといぅ彫の虐新を学費万富   

仁どぅLrるをる。屠場を顔L、そこから願家屋つげ、ノ苛露解決劇を字ぎL   

Tいぐ励牧右法る、者jるカがつい丁ぐるのぞばをいか。   

0顔竣実ぎでば鰍ど尉殆が多ぐ贋昇が為るため、よリノ鏡野善かげるべきであ  

計．  

4・保健師教育、助産師教育のあり方   
○保健師の場合は、理解・知るということにとどまらず、実践力の確保のため教育  

内容が必要である。  

○   



看護師基礎教育と新人看護職員研修の到達目標比較  Ⅲh管理的側面  

安全管理 
情報管理  
業務管理  
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災害・防災管理  
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Ⅲ 管理的側面  

看護師基礎教育  新人看護職員  
看護技術を支える要素 看護技術を支える要素  

1医療安全の確保  

①安全確帥策の適用の判断   

と実施  

②事故防止に向けた、トム   
医療に必要なコミュニケーシ  

】ン  

③適切な慈染管矧こ基づいた   

感染防止  

2患者及び家族への説明と助  

ロ  

①看護ケアに関する患者への   

十分な説明と患者の選択を   

支援するための勧きかけ  

②家族への配慮や助言  

3的確な看護判断と適切な看   

護技術の提供  

①科学的舶“知掛と粥に  

基づいた看護技術の必要性   

の判断  

②看護技術の正確な方法の熟  

知と実施によるリスクの予淵  

③患者の特性や状況に応じた  

看護技術の選択と応用  

④患者にとって安楽な方法で  

の看護技術の実施  

⑤看護計画の立案と実施した   

Ⅰ看護師として必要な  

基本姿勢と態度 

8・与真の壬綿’■1  

・・t「  

g．翫朋髄鹿 ’1 ．．1．0：墟群生体細管宣技  
軒・・・・一・・  〉．●  

1＿1．．．昔鮒痢・L安菜離  

12．昏染防血  

13．安全臣民  

Ⅰ、Ⅲ、Ⅲは、それぞれ独立したものではなく、患者への看護ケアを通して統合されるべきものである。  

臨床実践能力の構造   



¢鳩引（気管内、D腔鳳声！蜜内〉  

②皮下注射、面内内薙事軋 恒内法別  

（診扁†挽肉三王射、点滴品Im内注射  



舘委員資料  

「国際性と学習成果（獲得能力）による資格枠組ついて」  

桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科  

研究科長・教授  舘 昭  

1 概括   

世界の高等教育の検討においては、国際性が強く意識されており、個々の分野の教育の検討において  

も全高等教育分野を視野に置いた学位及び職業資格全体の枠組づくりのもとで、学習成果（獲得能力）  

に注目しつつ行われている。  

2 ヨーロッパ高等教育圏（EHEE）構築とイギリスの例  

ボローニヤ・プロセス   

ボローニヤ・プロセスは、1999年にヨーロッパ各国の高等教育担当大臣がボローニヤ宣言において  

約した、2010年までにヨーロッパ高等教育圏（EHEE）を形成するという目標達成するための行程で  

あり、2年ごとに開催される担当大臣会議がEHEEの内実を作り、再方向付けを行い、その事務局を次  

期会議開嘩国が担当し、行程を推進。   

EIiEEは、①圏内の学生、卒業者、高等教育機関教職員の移動性を促進し、＠学生に将来のキャリア  

と民主的社会における主体的市民としての生活を準備し、かつ人間的には発達を促進し、③民主的原理  

と学問の自由に基づく、高い質の高等教育への広いアクセスを提供するものとして構想。2005年のベ  

ルゲン会議では「全国資格枠組（NFQ）の履行」「ジョイント学位の授与と認証」が行動項目に加わ  

る。（※1．ボローニア・プロセス、 ※2．NationalQuali丘cationsFra皿eWOrks）   

これと並行して、2008年にはヨーロッパ議会がEuropeanQualificationFramework（EQF）を承認、  

学習成果、（1earningoutcomes）に基礎を置く資格枠組づくりの準拠枠を示す。（※3．TheE11rOPean  

Quali丘cationsFrameworkforLifelonglearning（EQF）   

この資格枠組作りで先進的な位置にあるイギリスでは、資格枠組（※4．Theframeworkforhigher  

education quaEBtLgleDSiaEhghDLL fusaBdMtbemMDdOTHEQ））を担当機関である高等  
教育質保証機構（QAA）のもとでアカデミック・ストラクチャーの一角に位■置づけられ（※5．academic  

Infrastructure）、分野ごとのベンチマークが開発されている。（※6．Benchmarkstatement：Health  

careprogrammes）  

3 ICN、（国際看護師協会）の動向  

1899年創立、世界の看護協会の連合体  

2004年～ 南裕子氏会長   

2003年 グローバル化の文脈の中で、看護師の能力枠組作成の必要の認識からICN Framework。f  

CompetenciesfortheGeneralistNurseを作成。  

2008年、そのアップデートとジェネラリスト看護師を基準にしつつも補助業務者、准看護師、スペシ  

ャリスト看護師、高度実践看護師全体の系統立った能力像を示す必要から、NursingCareContinuum  

Ffamework and Competenciesを作成。（参考資料2 NursingCare Contin11u皿Frameworkand  

Competencies）  
2009年には、スペシャリスト看護師の能力像を示すICNFramework ofCompetenciesforthe Nurse  

Specialistを作成（※7．ICNFrameworkofCompetenciesfortheNlⅡSeSpecialist）  

4 日本の検討への示唆  

1   



（※1～7 舘委員提出資料参照）  

1．ボローニア・プロセス と「大学院」 舘昭   

IDE一現代の高等教育（InstitutefbrDevelopmentofHigherEducation）  

No．5122009年7月号   

2．NationalQualiIicationsFrameworks  蜘pdcrl＼酬  ond．vlaalldcrcn   

3．TheEuropeanQuali丘cationsFrameworkforI．ifelonglearning（EQF）  
（ltl（二flt′i（）ll（：t11tノur（招）tlt）机）（i打（さOiTbrodl拙n．1）di－  ）；1．（？tl／d   蜘u  
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看護教育の内容と方法に関する検討会  

保健師教育、助産師教育ワーキンググループ開催要綱（案）  

1．趣旨   

第171国会において保健師助産師看護師法等の一部改正が行われ、保健師及び  

助産師の国家試験受験資格が6か月以上から1年以上となった。このため指定規  

則等における保健師及び助産師の教育内容について検討を行う。  

2．検討課題  

1）保健師及び助産師の免許取得前に学ぶべき教育内容の充実の方策について検  

討を行う。  

2）保健師及び助産師の資格取得に必要な実習内容について検討を行う。  

3．検討の進め方   

9月にワーキンググループを設置し、各教育機関における教育の実態を踏まえ  

て、検討課題に沿った検討を行う。  

4．メンバー構成   

検討会のメンバーに加えて、保健師教育、助産師教育に関連する専門家で構  

成する。   



保健師教育、助産師教育   
に関する基礎資料   



保健師1助産師  

学校養成所数  
保健師学校養成所数  

国大学  

□短期大学専攻科  

平成19年  

■養成所  

平成20年  

助産師学校養成所数  

平成18年  ロ大学院  

日大学専攻科  

幽大学  
平成19年  

ロ短期大学専攻科   

■養成所  
平成20年  

看護課調べ   



保健師国家試験受験者数  

大学 ■短期大学専攻科 書養成所 ■その他  保健師・助産師   

国家試験   

受験者数  
弔†63。  平成19年  8′448  

平成20年  9′755  

葛  平成21年  10′390  

助産師国家試験受験者数  

■大学院 ■大学専攻科  大学 丁短期大学専攻科 t養成所 ■その他  

■
l
れ
■
 
 

平成19年  560  

ロ・－－鋤－・・⊥  
■
一
▼
生
 
 

平成20年  699   

170i  698  平成21年  679  

看護課調べ   
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新卒保健師の就業場所（平成20年）  

市町村  

保健所  

事業所  

介護老人保健施設  

その他  

100  200  300  400  500  600  700  

3  

800  
看護課調べ   



新卒助産師の就業場所（平成20年）  

∪大学  

16袈隻課調べ   



年次別 保健師・助産師就業者数  
保健師就業者総数  助産師就業者総数  

Tl  

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年   平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年  

看護課調べ   
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保健師の就業場所（平成18年）  

ロ   

市町村  

保健所  

診療所  

事業所  

看護師等学校養成所・研究機関  

居宅サービス等  

社会福祉施設  

訪問看護ステーション  

介護老人保健施設  

介護老人福祉施設  

その他  

5000  0
 
0
 
 

0
 
 

0
 
1
 
 

15000  20000  25000   

看護課調べ   
6
 
 



助産師の就業場所（平成18年）  

557  

221  

ー 一  班■1■  

市町村  

保健所  

診療所  

助産所  

事業所  

看護師等学校養成所・研究機関  

社会福祉施設  

その他  

0  2000  4000  600 

⑦8000  

10000  12000  14000  16000  18000  20000  

看護課調べ   
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JCNFrameworkofCompetencies  

ln庸a＝y，thelCNFrameworkofCompetenciesfortheGeneraIist  

NursewasdeYeIopedtoidentifycompeモenc吟SeXPeCtedofa  
genera．istnurseatthepointofentryintoprofessionaJpracticeA8Jt  
hasbeenusedinvariouswaysinternationatty．Forexampte，the  
regu（atorybodiesoftheconcernedcountriesused’jttoidentify  

COmmOnCOmPetenCiesforregisterednursesinSouthEastAsiaand  
theWesternPacific．9Anotherapplicationwasasaguidetothe  
developmentofacompetencyJnVentOryforregisterednursesinthe  
PeopZe・sRepublicofChina．1D zntheKingFaisa［Specia［istHospitaZ  
andResearchCentreinSaudiArabia，thelCNFrameworkformed  

thebasisforac）inicalpracticeassessmentportfoliofornew  

graduatesundertakingaperiodofinternship■11  

Asaresu‡toftheconsultationfortheContjnuumthemajordomains  
andsomeofthesub－domainsoftheFrameworkhavebeenrevised  

（Figurel）．Thecompetenciesunderthreedomainsare：   

1．ProfessionaZ，ethicaland］egaJpractice  

2．Careprovisionandnlanagement  

3．Professional，PerSOna】，andquatitydeve10Pment   

lnundertakingworkontheContinuumthelCNcompetenciesforthe  

registered（generalist）nursewereusedastheinitiaJbenchmark  
againstwhichauothercompetenciesintheContinuumhavebeen  

Set．AstheregisterednursecompetencieswereRveyearsoldfCN  
tooktheopportunitytoreviewandrevisethemaspartofthe  
Continuumdevelopmentprocess・Thespecialistnurse  

COmPetenCieswerebasedonthosedeve10Pedaspa托Ofwork  

unde膏akenincollaborationwiththeEuropeanParkinson7sDisease  

Association，Theadvancedpracticecompetencieshavebeen  

developedinco＝aborationvmhtheICNlnternationalNurse  

PractitionerandAdvancedNursingNetwork．   

tnsomecasesanindividualpractitionermaydevelopcompetenc厄S  
h10neOrmOreOfth6areasbeyondthosesetasthe価tial  
benchmarks．ThiscanoccurasaresultDfprogressfromnoviceto  
expertintheirrole，aSPartOfpreparationformovlngtOmOre  

deveropedroles，OraSPartOfaparticu［ardemandofthepositionto  

Whichtheyhavebeenappointed・Anyindividualwhofunctionsata  
fevelbeyondtheinitialbenchmarkinoneormoreareasjsnot  

COnSideredcompetentorrecognISedasfunctjoningatthehigher  

levelunlessa＝requIrementSaremetandanyadditiona＝brmal  
PreParationorassessmenthavebeencomp；eted・   

Finally，indeveloplngtheNu「slngCareCDntinuumFrameworkand  
CompetenciesICNconsuItedwidelyinordertoarriveat  
internationalconsensus．Howeverlthesecompetenciesshouldnot  

beregardedasprescriptive．ThoseutⅢz‡ngtheContinuumneedto  

refertotheirparticuIarcontextandmakerevisionsaccordingJy・  

Someareasrnayneedfu「therexpansionandothersmaybe  
inappropriate，WhiLeareasthatareimportanttopracticeintheir  
COuntrymayhavebeenomjtted．AdditionaIZy，SOmeCOuntriesmay  
WishtousethecompetenciesasthebasisfordeveloplngrT10「e  
detailedguidancethatcaninformcu「riculumdeveIopmentby  

identifyhlgtheunderplnmngknowtedgeandsk＝srequiredto  

achievethecompetencies．Figure2p「OVidesanexampleofhow  

thismaybedeveIoped．   
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Figure2：Exarnpleofknowredgeandski（lsrequiredtoachievecompetencie岳associatedwithdelegationandsupervision  

De葦egationandSupervision  

Knowledge＆Sk‖s   SW  EN  RN  NS  APN   

DefinitionandprinciplesofeffectivedeFegation（5rightsofde始gation）  ／ 
臼   

FormsofdeJegationincIudingtheuseofprotocoJs，guide！ines，Standingord6rs  ／ 

ReLationofdelegationtoprofessionarroZe，SCOPeOfpracticeandpersona［accountabiIity／responsibilitiesl  ′  

StatUtOryandreguJatoryauthorityfordeIegation 

Organisationalresponsjb川ties，POJiciesandprocedurestosupportdeJegationdecisionsandsupervisory  ／  

actlvities   

／  Defjnjtionandprinciplesdfsupervisionofindividuals  

Typesandm？thodsofsupervision（directandindirect）  ／  

Howdelegation／supervisioncontributestoeffectiveuseofheatthTeSOurCeSandthecontinuumc）fcare  ／  

Roleasreceiverofde！egation／SuPerYision：Conceptofdelegation／SuPerVision   ′  か・  

How／whentorequestadditiona［instruction，trainingand   ／  円  

SuPPOrt   

Righttodec‖neadeJegatedactivity  
′  

Skirrs：1，FormuIatingorganisatjonalpo‖cies／proceduresandcreatfngadequatestructuresandresources  ／   

tQSuPPOrtdelegationandsupervisoryresponsibilities   

2．Communicatingdelegatedtask  ／  

3．Monitoringandprovjdingfeedbackdelegatedtasks  ／  

4．Usingavarjetyofmethodsforguidance，instruction，SuPPOrt  ／  

／DenotestevelatwhichinitialknowJedgeand／orsk‖isobtained．Knowledgeinthatareamaybefurtherexpandedinbreadthanddepthas  
PerSOnPrOgreSSeSinexperienceandtheContinuum・  
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Assessment  

SupportWorker   Enro［IedNurs   RegisteredNurse   SpecはIistNur＄e   Advanced Practice Nurse 

33  ・Undertakesdelegated   Undertakesdeiegaモed   Gathersaccurateandrelevant  Gath畠rsaccurateandreJevant  Gathersaccurateandrelevant  

aspectsofheaLthdata   aspectsofheaLthdata   Objectiveandsubjectivedata  Obiectiveandsubjectivedata  Obiectiveandsubiectivedata  
COllectionwithinsphereof   CO＝ectionwithinsphereof   throughsystematichealthand  requi「edforpracticein   for client assessment using 
COmPetenCe．   COmPetenCeandcontributes  nurslngaSSeSSmentS－   specially area through multip！edatacoHection  

dataandinf（〕rmationtothe  systematic health and nursing strategies and informatian 
assessment made by the assessments，Orderjng   SOurCeS．Orderingdiagnostic  
registerednurse．  dEagnostictestsand  testsandproceduresas  

PrOCeduresaspermittedin  Permittedinthescopeof 
thescopeofspecia［ist  advanced nursing practice 
PraCticeandLegLSlation．  and始glSね“0∩．   

34  Repo托SChangesthatmay   ldentifiescommonandovert  Organises．synthesizes一   Organises，Synthesjzes，   Appliesadvancedclinical  
affectheaJthandwellbeing．  actualandpotentiaJhea［th   analyses，andinterpretsdata  anaIyses，andinterpretsdata  reasonlngiudgementandin：  

PrOb！emsandnotes市ndings  fromdifferentsourcesto   fromdifferentsourcesto   depthknowledgetode「ivea  
thatlieoutsidethenorm．   de「iveanu「sin9diagnosis   derjvenursJngdiagnosesand  d肝e「entia用ia9nOSisand  

anddetermineacarep】an、   determineaCarePlan．   determineacomprehensive  
CarePtan．   

35  Reportsobservatidnsand   Reportsandkeepsaccurate，  Sharesanddocuments   Shares and documents Sharesanddocuments  

COmPlieswithorganisationaJ  timelyrecordsoffindings   ffndingsaccuratelyandina   findingsaccuratelyandina   findingsaccurateJyandina  
POlicy．   COmPIylngWithprofessfona［  timelymannercomp】yingwith  帥1elymannercompJyingwith  timelymannercomplylngWith  

St∂ndardsando「ganisational  PrOfQSSionalstandardsand   professional standards and PrOfessionalstandardsand  
PO＝des．   OrganisationaJpoEicies．   OrganisationaIpoIicies．   Organisat〒ona［policies．   
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参考資料3－1  

看護師等養成所の運営に関する指導要領について（抜粋）  
（平一三・－・五 健政発 五）（最終改正 平ニー・二・一九）  

別表1保健師教育の基本的考え方、留意点等 

教育の基本的考え方  

1人々の心身の健康並びに疾病・障害の予防、発生、回復及び改善の過程を社会的条件の中で系統的、   
予測的にとらえアセスメントする能力を養うとともに、自立を支援する能力を養う。   

2 地域の人々が自らの健康状態を認識し、健康の保持増進を図るための健康学習や自主・自助グループ   

活動等の集団活動を育成するとともに、自主的に社会資源を活用できるよう支援し評価する能力を養う。  

3 地域に顕在している健康問題を個別事例を通して把握するとともに、潜在している健康課題を予測し、そ   
れらを地域住民、関係機関、他職種と達磨・協働し組織的に解決する能力を養う。   

4 保健・医療・福祉行政の最新の知識を主体的・継続的に学ぶ能力を養うとともに、保健・医療・福祉サー   
ビスを調整し活用する能力及び地域の健康課題の解決に必要な社会資源を開発し、施策に反映する能   
力を養う。  

教育内容   単位数   留意点   

地域看護学   12  学校保健・産業保健を含む内容とする。   

地域看護学概論  2  

的知識及び考え方、地域を基盤とした予防の考え方と対応の基本につい  
て学ぶ内容とする。  

個人■家族・集団  人々の健康行動の特性及び効果的な介入方法と技術を学ぶ内容とす   
の生活支援  る。  

集団における教育方法や集団力学等を学ぶ内容とする。  

地域看護活動展開論  地域（産業、学校等を含む）における看護活動を展開するために必要な  
10   

心身の健康保持増進及び、疾病・障害別に予防、発生、回復及び改善に  
対応した支援方法と地域活動の組織化を含めた展開方法について学ぶ  
内容とする。  

地域看護管理論  健康危機管理を含む内容とする。   

疫学   2  公衆衛生看護活動を展開するうえで、基盤となる疫学調査一分析、活用  
方法について学ぶ内容とする。   

保健統計学   2  公衆衛生看護活動における統計学の基礎、情報処理技術及び統計情報  
とその活用方法について学ぶ内容とする。   

保健福祉行政論   3  行政組織について学ぶ内容とする。  

保健医療福祉の法的基盤及び行財政を理解するとともに保健医療福祉  
の計画の企画及び評価について実践的に学ぶ内容とする。  
調査で明らかにされた生活環境が人々に及ぼす健康上の影響など、健  
康に係る社会問題を解決する政策形成過程に活かす方法を学ぶ内容と  
する。  
事例を用いて政策形成過程等に関する演習を行う。  



教育内容   単位数   留意点   

臨地実習  4  

地域看護学、疫学、保健統計学及び保健福祉行政論で学んだ知識を活  
地域看護学実習  4  

臨地実習は、保健所、市町村は必須とし、学校、事業所、医療・福祉施設  
等、多様な場で実習を行う。  

個人・家族・集団  2  

の生活支援実習  個別事例に対して継続した訪問指導を行う。（複数事例が望ましい）  

家庭訪問を通して、地域の健康課題を理解することができる実習とする。  

集団を対象とした健康支援を体験する実習とする。  

地域看護活動  地域の活動計画のプロセスを理解し、保健活動を展開する実習とする。   
展開論実習  地域の保健医療福祉の計画を知り、その意義について理解できる実習と  

する。  
地域住民、関係機関や他職種との連携・調整の実際が理解できる実習と  

2  

保健活動の管理や評価、社会資源の開発等について学ぶ実習とする。  
地域看護管理論  健康危機管理体制の実際を学ぶ実習とする。   

実習  

総 計   23  745時間以上の講義・実習等を行うものとする。   

0
 
 
 



参考資料3－2  

看護師等養成所の運営に関する指導要領（抜粋）  
（平一三・－■五 健政発 五）（最終改正 平ニー・二・一九）  

別表2 助産師教育の基本的考え方、留意点等  

教育の基本的考え方  

1 妊産じょく婦及び胎児・新生児の健康水準を診断し、妊娠一出産・産じょくが自然で安全に経過し、育児を   
主体的に行えるよう支援できる能力を養う。  

2 女性の一生における性と生殖をめぐる健康に関する課題への支援ができる能力を養う。  

3 安心して子どもを産み育てるために、他職種と連携・協働しながら、個人及び社会にとって必要な地域の   
社会資源の活用や調整を行える能力を養う。  

教育内容   単位数   留意点   

基礎助産学  6  

の基礎について学ぶ内容とする。  

生命倫理、乳幼児の成長発達等を強化する内容とする。  
母性一女性を育むことを支援する能力を養う内容とし、また家族の心理・社  
会学的側面を弓削ヒした内容とする。  
チーム医療や関係機関との調整・連携について学ぶ内容とする。  

助産診断・技術学  6  

実を図り、助産の実践に必要な基本的技術を強化する内容とする。  
妊婦■じょく婦・新生児の健康状態に関するアセスメント及びそれに基づく  

支援を強化する内容とする。  
妊産婦の主体性を尊重した出産を支援する能力を養う内容とする。  

地域母子保健  口  

力を養うとともに、他職種と連携・協働しながら地域の母子保健を推進す  
るための能力を養う内容とする。  

助産管理  口   

周産期における医療安全の確保と医療事故への対応について学ぶ内容  
とする。   

臨地実習  9  

る。  

助産学実習  9   

め、助産師又は医師の監督の下に、学生1人につき正常産を10回程度直  

接取扱うことを目安とする。取り扱う分べんは、原則として正期産・経睦分  
べん・頭位単胎とし、分べん第1期から第3期終了より2時間までとする。  

実習期間中に妊娠中期から産後1ケ月まで継続して受け持つ実習を1例  

以上行う。  

妊娠期や産じよく期■新生虎期のアセスメントや支援を行う能力を強化する  

実習を含む内容とする。   

総 計   23  765時間以上の講義一実習等を行うものとする。   

‾■  「   




